
平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日
受
領

答

弁

第

三

八

九

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
八
九
号

平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
日
森
文
尋
君
提
出
旧
ソ
連
地
域
に
抑
留
さ
れ
、
死
没
し
た
者
に
対
す
る
扱
い
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
日
森
文
尋
君
提
出
旧
ソ
連
地
域
に
抑
留
さ
れ
、
死
没
し
た
者
に
対
す
る
扱
い
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
に
基
づ
く
公
務
扶
助
料
（
以
下
単
に
「
公
務
扶
助
料
」
と
い
う
。
）
及
び
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
「
援
護
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
遺
族
年

金
等
（
以
下
単
に
「
遺
族
年
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
に
お
け
る
適
切
な
予
算
執
行
の
確
保
等
の
観
点
か

ら
、
年
度
末
時
点
の
受
給
者
数
を
把
握
し
て
き
た
が
、
御
指
摘
の
こ
れ
ま
で
支
給
を
受
け
た
者
の
総
数
に
つ
い
て
は
、
そ
の

よ
う
な
必
要
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
把
握
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
に
「
今
後
、
抑
留
死
没
者
名
が
明
ら
か
に
な
っ
た
」
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
者
に
係
る
公
務
扶
助
料
又

は
遺
族
年
金
等
（
以
下
「
公
務
扶
助
料
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
現
に
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
そ

れ
以
外
の
者
に
当
該
公
務
扶
助
料
等
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

お
尋
ね
の
時
効
に
つ
い
て
は
、
公
務
扶
助
料
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
恩
給
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
ま
た
、
遺
族

一



年
金
等
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
援
護
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
こ
れ
を
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た

日
よ
り
七
年
間
請
求
し
な
い
と
き
は
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
確
認
し
た
限
り
で
は
、
御
指
摘
の
「
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
統
計
資
料
の
積
算
の
根
拠

と
な
っ
た
資
料
（
以
下
「
資
料
」
と
い
う
。
）
の
存
在
を
確
認
で
き
ず
、
こ
れ
と
、
御
指
摘
の
「
ソ
連
邦
抑
留
者
で
朝
鮮
に

移
送
さ
れ
た
者
」
に
関
す
る
名
簿
（
以
下
「
名
簿
」
と
い
う
。
）
と
の
照
合
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
ソ
連
邦
抑
留
者
で
朝
鮮
に
移
送
さ
れ
た
者
」
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
政
府
か
ら
名
簿
以
外
に
情
報
が
提
供
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
、
日
本
に
帰
還
し
た
者
が
少
な
い
た
め
に
帰
還
者
に
よ
る
証
言
が
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
な
い
こ
と
等
か
ら
、
政
府

と
し
て
十
分
な
情
報
を
有
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
名
簿
上
の
二
万
七
千
六
百
七
十
一
名
に
つ
い
て
、
日
本
側
で
把
握
し

て
い
る
死
亡
者
、
生
死
不
明
者
の
う
ち
誰
に
該
当
す
る
か
確
認
す
る
作
業
は
困
難
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
、
死

亡
者
の
う
ち
の
百
八
十
二
名
に
つ
い
て
、
そ
の
氏
名
が
確
認
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
生
死
不
明
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
氏

名
が
確
認
で
き
た
者
は
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

二



三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
政
府
に
お
い
て
確
認
し
た
限
り
で
は
資
料
の
存
在
を
確
認
で
き
ず
、
御
指
摘
の
氏

名
、
住
所
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
を
も
と
に
抑
留
中
死
亡
者
の
実
数
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

三


